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○上富田町地域福祉センター設置及び管理に関する条例 

平成７年３月31日 

条例第４号 

(目的) 

第１条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第１項及び第

244条の２第１項の規定に基づき、上富田町における各種の福祉サービスを総

合的に行い、もって住民福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、上富田

町地域福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的

とする。 

(設置) 

第２条 上富田町に地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置

し、その名称及び位置は次のとおりとする。 

(１) 名称 上富田福祉センター 

(２) 位置 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来755番地の１ 

(管理) 

第３条 福祉センターの管理は、町長が行う。 

(指定管理者による管理) 

第４条 町長は、福祉センターの管理運営について第１条の目的を達成するた

めに必要と認めるときは、その業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244

条の２第３項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を

行わせることができる。 

２ 指定管理者は、町長の監督指示に従わなければならない。 

(指定管理者が行う業務の範囲) 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

(２) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務 

(指定管理者が行う管理の基準) 
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第６条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに

従い、福祉センターの保全管理を行わなければならない。 

(職員) 

第７条 福祉センターにセンター長及びその他の職員を置くことができる。 

(事業) 

第８条 福祉センターは、第１条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(１) デイサービス事業に関すること。 

(２) 福祉の向上を図るための研修に関すること。 

(３) 各種相談及び指導に関すること。 

(４) 教養の向上及び娯楽活動に関すること。 

(５) 福祉情報の収集及び提供に関すること。 

(６) 前各号に定めるほか、町長が必要と認める事業 

(使用の対象者) 

第９条 福祉センターを使用することができる者は、町内に居住する者とする。

ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

(使用の許可) 

第10条 第８条に定める事業のほか、福祉センターを使用しようとする者は、

あらかじめ町長の許可を受けなければならない。 

２ 町長は、福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用

について条件を付すことができる。 

３ 町長は、次の各号の１に該当するときは、使用を許可してはならない。 

(１) 秩序を乱すおそれがあるとき。 

(２) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。 

(３) 前２号のほか、町長が管理運営上使用を不適当と認めるとき。 

(使用の停止又は取消) 

第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の１に

該当するときは、町長は、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許



3/4 

可を取り消すことができる。 

(１) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。 

(２) 使用の許可の条件に違反したとき。 

(３) 前２号のほか、町長が管理運営上使用を不適当と認めるとき。 

(使用料) 

第12条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、

町長が、特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することがで

きる。 

(使用料の返還) 

第13条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、次の場合において

は、その全部又は一部を返還することができる。 

(１) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったと

き。 

(２) 使用前に使用の許可の取り消し又は記載事項の変更の申出をなし、町

長が相当の理由があると認めたとき。 

(３) 第11条第３号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消し

たとき。 

(使用目的の変更等の禁止) 

第14条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他

人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

(損害賠償) 

第15条 使用により建物、附属設備等を破損若しくは滅失したときは、使用者

は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がや

むを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。 

(委任) 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 
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この条例は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則(平成９年３月25日条例第３号) 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則(平成14年３月25日条例第11号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成18年２月20日条例第６号) 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則(平成26年２月20日条例第４号) 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則(平成31年３月18日条例第６号) 

この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

別表(第12条関係) 

福祉センター使用料 

使用区分 金額 

９時00分～13時00分 2,200円 

13時00分～17時00分 2,200円 

17時00分～22時00分 3,300円 

備考 

許可に係る使用区分が１使用区分を超えて使用する場合の使用料は、そ

れぞれの使用区分の規定使用料の合計額とする。 

 


